
 

 

平成２２年６月１日 

保護者の皆様 

大東市立諸福中学校 

校長 笹 尾  宏 

 
「大雨・暴風警報発令時の対応について」 
《大阪府全域あるいは東部大阪あるいは大東市》 

 

 初夏の候、皆様におかれましてはますますご健勝にてお過ごしのこととお喜び申

し上げます。また、平素より本校学校教育にご理解、ご協力を賜り、誠にありがと

うございます。 
先日、標記について配布したところですが、気象の警報・注意報の区域等の変更

で情報の周知方法が市町村別になったことに伴い《大阪府全域あるいは東部大阪あ

るいは大東市》になりましたので周知願います。（生徒手帳 28 ページ記載も《大阪
府全域あるいは東部大阪あるいは大東市》になります。） 

記 
 

（１） 台風接近にともない、「暴風警報」又は「大雨警報」が発令された場合 
（２） その他（台風以外）の場合は、「暴風警報」が発令された場合 

 

気 象 警 報 措          置 

１．午前 7 時現在発令中のとき 登校を見合わせる 

（自宅待機とする。） 

２．午前９時までに解除のとき 〈9:30～10:00〉の間に登校する 

３限よりの授業を用意。 

３．午前 10 時までに解除のとき 〈12:30～13:00〉の間に登校する 

午後の授業を用意。 

４．午前 10 時現在発令中のとき 臨時休校とする。 

 

※上記にかかわらず学校からの指示が出ている場合は、その指示に従う。 

※学校への電話による問い合わせはご遠慮ください。 


